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ドツラグスギヤ

損害賠償請求

杉 山 裁 判

薬翻編の過鋳斑事件に
尭金勝利判決

ンンンンンンン

、ドラッグスギヤマで勤務 していた薬剤師

杉山貴紀 さん (当時24歳)が 、致死性不整

脈で死亡 した件については、すでに、2004

年 10月18日、豊 田労基署で労災認定をかち

とっていま した。会社を相手に起 こ した損

害賠償裁判で両親の訴えを全面的に認め、

10月 5日 、名古屋地裁は ドラッグ・スギヤ

マに損害賠償 を命 じま した。

ドラッグスギヤマは、 日頭弁論法廷で、

原管 3杉曲正章さんからのメッセージ

金木犀の匂 う今 日このごろ、皆様にはお

変わ りなくお過 ご しのことと、お喜び申し

上げます。 10月5日 の判決では、おかげさ

まで、全面勝利の判決を勝ち取る事が出来

ま した。何 とかここまでこられたのも、皆

様のご支援があったか らこそ と本当に心か

ら感謝 してお ります。息子の真実が認めら

2001年当時、貴紀 さんが勤務時間を出勤か

ら休憩時間まで、記憶か らつ くつた とい う

微々細々にわたる書面を提出 し、裁判 を長

引かせてきま した。 「そ こまでや るか !」

と言 うほど酷いもので した。

判決では、被告の主張を一蹴 し、死亡と

貴紀 さんの労43J実態の因果関係 を認定 し、

原告 。弁護団の主張を全面的に認め、会社

の責任 を認定 したものです。

れたことで、少 しは亡き息子の無念を晴 ら

せたのではと思つてお ります。被告会社は

即 日控訴 した とのことです。 これか らの展

開はわか りませんが、妥協せず闘 う所存で

お ります。

今後 とも変わ らぬ ご支援の程、宜 しくお

願い申し上げます。
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全面勝利の判決を得て、原告 。弁護団 。

支援する会は、スギヤマ薬品社長と鮎沢弁

護士に対して、判決を真摯に受け止め、控

訴をするなと申し入れました。その時点で、

スギヤマ薬品は、既に控訴済み。控訴に果

れました。 ドラッグスギヤマは、労災認定

も地裁判決も真摯に受け止めるつもりはな

いのでしょうか。

要請に対し、被告 ・スギヤマ薬品は、

①金員は払 う、②謝罪はしない、③ホーム

ページを閉鎖する事、④遺品は探 してみる。

と回答。

社長は頭を低くし対応 していましたが、

担当弁護士は強気の姿勢で両者に違いが見

られました。

過労死の認定と会社の責任を大きく追求

した判決でマスコミも大きく報道 していま

した。

丞ギヤマ薬品は◆早期に和解に応じよ雷

判決の圏
10月 5日 、満席の傍聴者が見守る中、

裁判長はにこやかな表情で原告勝利の判決

を言い渡 しま した。おめで とう 1の声が法

廷に沸き起こりま した。

主文は 「被告は、原告正章に対 し、 41

49万 円、及び これに対する平成17年2月1

9甲か ら支払い済みまで年5分の害い合による

金員を支払え」(奥さんのふじ江さんに対

して も同 じ内容 )と い うもので した。

判決のポイント
①疲労の蓄積にとつて最も重要な要因であ

る労働時間に着 目すると 。。発症前lヶ

月間におおむね100時間を超える時間外

労働が認められる場合には 。も。業務と心

室細動などの致死性不整脈を成因とする

心臓突然死を含む心停止発症との関連性

は強いと判断される

②労働基準法第32条1項 所定の1週間に401

時間という労働時間の規制に従って貴紀

の時間外労働を算出すると 。。約138時

間46分となる。これに貴紀の通勤時間を

考慮すると必要な睡眠時間の確保も難し

く、貴紀が従事した労務はその労働時間

に照らして著しく過重であり、心室細動

などの致死性不整脈を成因とする心臓突

然死を含む心停止発症の原因となるべき

であつたというべきである。

③使用者は…・業務の遂行に伴 う疲労や心

理的負荷が過度に蓄積 して労働者の心身

の健康を損なうことのないように注意す

べき義務 (安全配慮義務)を 負 うと解さ

れるc・。。被告は貴紀の死亡について予

見することが可能であつたというべきで

ある。被告は安全配慮義務に違反 してお

り、貴紀の死亡に対 して債務不履行責任

を負 う。         ・

胸のす く毅然 と した判決

判決報告集会後、直ちにスギヤマ薬品本

社に出向き 「控訴するな」と要請 しま したも

すでに、スギヤマは即刻控訴をしていま し

た。 これほどの判決を下 されて控訴審で何

を争お うとしているので しようか。 この態

度はまつたく理解 を超えています。それで

も控訴 しなが らも話 し合いに応 じるとい う

ことに落ち着きま した。近 日中に具体的な

話 し合いが始まる見通 しです。

この間、愛知県健康福祉部医薬安全課、

名古屋市健康福祉局環境薬務課、および愛

知県薬剤師会に対 してスギヤマ薬品に対す

る薬事法、労基法違反 を正すべ く要請 を行

いました。解決まで引き続 きご支援 よろ し

くお願い します。

(文責 :近森泰彦)
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ン種膝癒載聡轟路 が
パ守′ヽ零も部醒

①厚労省の 「判断指針」については批判が

ありまだ充分なものとは言い難い。 うつ病

発症後、死に至るまでの経過をうつ病を進

行させる大きな原因と認めました。 (国の

指針は、うつ病発症前6ヶ月だけを審理の

対象とする)

②藤田さんの仕事は量 ・質ともに過重であ

り、ス トレスの多いいくつもの仕事を併行
して行つていたことを認めました。
③1999年8月 頃を境に業務は量的 。内容的
に増え上司などの支援態勢も不十分であっ

た。
④上司 (課長)に よる執拗なパワハラがあ
ったことを認めました。

中 部  電  力

名 古 屋 高 裁

藤圏過労死裁判

中部電力 。藤 田過労死裁判 (控訴審)は 、

10月 31日 (水)10時 か ら、名古屋高裁

で判決言い渡 しがあ りま した。

2006年5月 17日名古屋地裁で労災認定の

勝利判決を勝ち取 りま したが、同年 7月 、

被告 。南労基署 (国側)が 控訴 し、名古屋

高裁 で争 われていま した。今年 5月 11日

(金)に最終弁論が開かれ結審 ヒ′、今 日の判

決を満席の大法廷で迎えま した。

判決は中電管理職の証言を退け、同僚の

証言を全面的に採用 しま した。判決理由書

のポイン トは以下の通 りです。

醸 電姦 翻極 苺  』 &量1鍵野 ず 軽鰺 場程顕 鰺騨)観閣緊鶏縫登々毬登 圏

この判決を確定させる運動が当面の大きな課題です。(上告期限 :11月 14日 まで)

判決を確定させるために 「上告するな !」の要請を下記 3カ所に送つて下さい。

審襲知労働届労奨補償課  F g 052車 鬱7盆車6盆68
ヽ

.      韓 転古屋南労働基準監督署 F:OS2中 65電中9盆総8
*摩生韓働省機業備対策空  F:Og― 喜502-額 輝8

この判決が確定すれば国の指針を改訂させる大きな力になります。そうすれ′ば、監督署

段階で多くの過労死労災が認定されることになり、企業に安全配慮義務の徹底を

や部電力通簿 裁判 倫裁)

ンン ン
ン

盛
刺
鋼
決
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弁 護 轟 声 明

平成 19年 10月 31日

中電過労自殺事件弁護団

本日、名古屋高等裁判所は、中部電力の労働者(以下被災者とい う)が平成 11年 11月

8日 に自殺 した件について、名古屋南労働基準監督署長が業務外とした決定に関し、この

業務外の処分を取消した一審判決を支持 し、名古屋労働基準監督署長の控訴を案却する判

決を言い渡 した。

この判決は、被災者の主任への昇格が、上司が担当者の業務について、全面的に責任を

負わせ、「主任失格」といつて叱責していたことから、相当程度心理的負荷は強かつたとし

た。また、上司が、「おまえなんかいてもいなくても同じだ。」などといつて叱責し、結婚

指輪を外すように命 じたことが、「いわゆるパワーハラスメントとも評価されるのであり、

相当程度心理的負荷が強い出来事Jと 評価 している。さらに、担当業務についても、主任

に昇格 した 8月 から亡くなる11月 までの業務は、質的 。内容的に増力日した業務を遂行さ

せるために、長時間労働を強いられ、これが、うつ病の発症及びその進行の大きな原因と

なったものと認めた。

1 判決は、業務起因性を認めるために必要とされる相当因果関係の判断について、「何らか

の索因を有 しながらも、特段の職務の軽減を要せず、当該労働者と同種の業務に従事し遂

行することができる程度の心身の健康状態を有する労働者 (相対的に適応能力、ス トレス

適処能力の低い者も含む。)を基準として、業務に精神疾患を発症させる危険性が認められ

るが否かを判断すべきである。」と判示し、国の主張する平均人基準説をり卜斥し、適応能力

の低い者を含む労働者を基準とすべきとしている。

判決は、判断指金十についても、裁半J所を拘束するものではないこと、その内容にす比半Jが

あることを認めて、「現在においては未だ必ずしも十全なものとは言い難い。」とし、判断

指針のみでは救済されない労働者がいることを指摘した。

過労自殺を巡る労災認定訴訟において、高等裁判所において労災認定が認められたのは、

トヨタ自動車事件 (名古屋高裁平成 15年 7月 8日判決)、鐘淵工業化学事件 (福岡高等裁

判所平成 19年 5月 7日判決)に 続き、3例 目である。地裁判決においては、労働基準監

督署長の業務外認定を取り消す判決が相次いでいる。

当弁護団は、厚生労働省、愛知労働局長、名古屋南労働基準監督署長が、このような司

法の判断の流れのなかでの本判決を真摯に受けとめ、上告しないように強く求めると共に、

過労自殺の判断指針を抜本的に改め、過労自殺の認定行政の抜本的な見直しを求めるもの

である。
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ンンン種饉癒曲鍵薔曲腫罐縄 が

轟 塗轟鑓態で安釜酵こ働くための全国集会im犬曲

第 2回 健康で安全に働 くための全国集会

が10月20～21日 に犬 出でお こなわれま し

た。全国か ら162名の人が参加 し、愛知か

らは55名の参加があ り、成功 しま した。

1日 目は長谷サ|1全国セ ンター扇4委員長か

ら43Jくもののいのちと健康をめぐる情勢は
一

層厳 しく、非正規労働者が 1700万 人

労働者の 38%に もな り年収 200万 円以

下の人が増 え、労働時間の二極化が進んで

いる。有所見率は 49%、 心の病で体職 し

ている人がいる企業は 75%に 達 して、 自

殺 は9年連続で 3万 人 を越 えています。健

康で安全に働 くことは憲法で保障 された権

利です。政府 。財界のた くらむ派遣法の再

改悪 。労働契約法の制定 。労働時間の規制

緩和などの労働法制の改悪をゆるさず、私

たちの運動の成果を生か して職場 。地域で

健康を守る協同の闘いを発展 させ ようと提

起 されま した。

続いて大阪の岩城弁護士が 「働 き過ぎ社

会をどうかえるか」 とい うテーマで講演 し

ま した。過労死弁護士 としての経験から①

過労死 。過労 自殺の労災認定 ・行政訴訟 。

企業責任 を追及す ること。②今ある法律 。

通達を守 らせ、労働者 を死なせない闘いを

す ること。そのために労基法オンブズマン

による告発活動、Tll事告訴、 36協 定の情

報開示、長時間労働 をさせたことに対す

。1◎.2⑥

全労連の小日川事務局長の特別議演

る損害賠償請求な どを具体例で示 しま し

た。③働 き方を家族 。市民 と一緒に考える

ネ ッ トづ くりなどを紹介 し、90分の熱弁を

ふ るいま した。

全労連の小田川事務局長は労働環境の激

変の中で労働組合の取 り組みの課題 として

①労働基準法を基礎 に労安法 。労災補償保

険法があるとい う制度の構成 を堅持 し、行

き過 ぎた民営化三新 自由主義 との聞いで働

くルールを確立することが重要 ② 職場 と

家庭 との領域が接近 していることに どう対

応するのか。請負関係で どこまで事業主責

任が通るのか。労働安全教育などの予防責

任 をどう考えるか。官民の領域が融合する

実態の中で法制度の見直 しが必要な どと、

新 しい情勢に見合った労働運動の必要を説

かれま した。

その後、 4時 間にわたつて5つの分科会

で各地の経験交流 と熱心 な討論 がかわ さ

れ、夕食会は 2時 間にわたつて笑い と決意

が抜涯 されま した。

愛知健康センターは現地担当セ ンター と

しての任務 をはたす とともに、高木理事長

が夕食会で挨拶を され、交流の潤滑酒 を3

本、鈴木美穂 さんか らは焼酎2本が寄贈 さ

れ、議論に役立てることができま した。

(文責 宮 崎脩一)
埋め尽くされた岩城弁護士の記念講演



マツヤデンキ

小 池 過 労 死

労災認定訴訟

頗熙熙醒適鬱ピンヽ饉轟議
証 Å 轟 蘭 迭 軽 轟 麓

12月6圏同僚の誕入調べ、12月27国最終弁論 (結審)

10月25日午後 1時30分から、小池勝貝」遇  け る業務は過重ではなかつた。疲労の蓄積

労死裁半」証人尋問法廷が開かれました。   は なかつた。」と証言。全く障害者を理解

はじめに被告側証人 ・南木医師(中部労  し ない発言に終始しました。

災看護専門学校校長)が、身体障害者であ  原 告 。友子さん、身体障害者と健常者の

る 「勝則さんにとつて、マツヤデンキにお  疲 労回復の違いなどを証言しました。

■ 菖  マ ジ ヤ デ 登/キ 就 職 ま で

主人は 97年 、34歳 の時に心臓を患い豊  ど 、障害者の求人に熱心でしたが、現場で

橋市民病院に半年入院し、退院と同じ頃身  は 同僚の理解が得られず、次第にいづらく

体障害者手帳の交付を受けました。 なっていき半年後退職 しま した。

99年 3月 に豊川市にある愛知障害者職
' そ

の後はハロー ワークに通 う
一方で、自

業能力開発校 。CAD設 計科を卒米す ると、 分 でも求人広告を探 し電話をかけた りしま

安城市 の機械 設計の T会 社 に就職 しま し  し たが、障害を理由に断 られ るなど、なか

た。 T会 社は CAD設 計科に視祭に来るな  な か仕事は決ま りませんで した。

2_ロ マ 浅ノ…マ 巧
ど :ン 本 場 魂 軽免イ空

マツヤデ ンキ豊川店へは 2000年 (平成  時 か ら午後 9時 までの 12時 間拘束 され

12年 )11月 10日 、身体障害者枠での就職  る 勤務 となる日もあ りま した。

が決まりました。 しかし会社からは、健康   そ うした中で職場では部長クラスの上司

診断 も医師の意見書を求められることもあ か ら嫌味を言われ、非常に興奮した様子で

りませんでした。店長とは一度も二人で障  帰 宅し、寝付けなかつたこともありました。

害について話 したことがなく、健常者と同  主 人は次第に「辞めたい」とか、足のむく

じ仕事を求められました。1日 中立ち仕事  み を口にするようになり、そんな矢先に私

で、休憩は充分に取れません。歳末の繁忙  の 留守中に自宅で4111れ亡くなりました。就

期に加えて不定休で土日の休みもありませ  職 からlヵ月半後、37歳 でした。

ん。 さらに残業やノルマがあり、午前 9

孔溢労更軽薯現冒註覗裸:晶致プ
タ
苫ヵ報こなりました。再審査を申請しました

較 して過重な労働ではなかつた とい う理由  が 、労働保険審査会 も同 じ結果で した。

で労災 と認め られませんで した。 ここで障   こ の結果に納得できず 2005年 10月 、

害者には労災の基準がないとい うことが明  裁 判を始めま した。

4_証 人 調 べ を 終 え て

これまでに医師 と元店長、原告の証人調  し た一方で20時50分には全員退社の勤務表

べを終えま した。原告側の日渕医師は誠実  を 示すなど勤務管理 もず さんな実態や障害

に中立的な立場で意見を述べ られま した。  者 を雇つた責任感 も全 く見えない。 被 告

それ とは対照的に被告側の南木医師は一
貫  の 小池弁護士は 「仕事の疲労があるのなら

して 「健常者 も障害者 も体力の回復時間は  休 日は外 出 しないで家で休 んでいれ ばい

変わ らない」 「マツヤデ ンキの仕事は過重  い 」 と人権を無視 した質問を しま した。私

ではなかつた」 と主張 しま した。元店長は  は 被告側の方々に不信感 を抱 くと共に、主

歳末商戦で閉店時間を21時まで 1時 間延長  人 がこのような障害者に対す る理解の全 く
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ない方の下で働 き、同様に労災認定を却下

された と思 うと、 とても悔 くな りま した。

私は証人調べの最後、裁判官へ言つてお

きたいこととして、

①障害者は健常者と違い、回復に時間がか

かること、就労時間が長くなればなるほ

ど回復も遅れること。

②私だけでなく、障害のある方やそのご家

釜 。 も う 一 蝕  ご 支 援

障害を抱えての求職活動は健常者以上に

困難でした。就職できても、障害者への就

労方針が現場では徹底されていません。岡

僚の無理解に、精神的ス トレスを抱えなが

らの仕事は、非常に大きな負担となりまし

た。
私は主人や自身の経験を通じて、障害者

族、障害者の団体等でお話を伺いま した

が、障害者は健常者 と同 じ仕事はできな

いこと、回復には時間がかかることは共

通の認識であること。

③障害者が安心して社会参加ができるよう
に、労災の基準は障害者の視点で半J断を
お願い したいこと。を話 しま した。

を 溢 願 じヽ致 じ ま す

が安心 して社会参加できる状況ではない と

思つています。 しか しこれ を変えてい くに

は私ひ とり、また私達障害者の力だけでは

限界があ ります。是非、多 くの方々に一緒

にこの問題 を考えて頂きたい と思います。

ご支援 どうぞよろしくお願い致 します。

原告 小 池友子

③ ゴl 池ヽ友子 さん

労災の認定基準には、障害者に関す る項

目は一
切ない。障害者枠で採用 しなが ら障

害者3級の小池勝則 さんへの配慮が全 く感

じられない。署名 を7000筆集めた。来春半1

決の予定。

② 刀ヽ池公夫さん

代読はだめだが、音声パ ノヨンな ら認 め

るとい う、中津川市議会の不当な決定。代

読なら機器い らずに簡単である。代読を認

めない理由を全 く示 さない。人権侵害であ

り、議員活動の妨害であ り、障害者への配

慮が全 くない。

③ 梅尾朱美さん

こどもが4才の時か ら、名古屋市のヘル

パー事業を受けている。掃除、買い物、郵

便物の整理などプライバシーに係 わること

もある。名古屋市は廃止の通告 と民間業者

の名前だけ告げた。話 し合いを求めても拒

否 ししている。

金 中 谷 弁 護 十 の 談 講

障害者を含め、私たちのたたか う最高の

武器は憲法です。あか らさまな憲法違反の

数々に、司法は応えなくともよいのか、が

問われている。勇気 をだ し″て裁判に取 り組

み、裁判傍聴 を学習の場 とし、裁判 を通 じ

て人を変え、地域を変え、 日本を変えてい

きたい。

機池弟葵悲越霊つの鱚響憲載拙交縮会

さる9月 30日 、名古屋北区役所において、

「障害者がたたか う裁判交流集会が開かれ

ま した。記念講演は、名古屋共同法律の中

谷雄仁弁護士が、障害者のたたか う意義に

ついて話 されま した。 この交流集会で報告

されたのは、次の三つの事件です。

O心 臓疾患障害者 の夫の急死について過

労
'死

の認定を求める小池友子 さんの1裁判。

②  口 頭 ガ ンの手術 に よる声帯切除のた

め、言語障害者 とな り、中津川市議会にお

いて代読による発言を求め続けた、前市会

議員小池公夫 さんの裁判。

③ 名 古屋市の契約違反によるネ
ヘルパー派遣事業廃止の是非を問 う梅尾朱

美 さんの裁判

最初に、愛視協会長の梅尾朱美 さんが、

愛視協のこれまでの取 り組みや成果につい

て報告 しま した。

1969年 4月 、視覚障害者の生活 と権利 を

護 るために愛祝協が結成 されま した。点字

の母子手帳発行のために、ねば り強 く要請

を積み重ね、4年かかつて実現 させたこと。

障害者年金をもらうと、母親は児童手当を

受けられない (堀木訴訟)の 取 り組み。ホ
ームか ら落ちて電車にはね られ、和解 した

上野訴訟。在職 中に失明 した久保 田訴訟な

ど、たたか うことによつて要求を前進 させ

た経過が話 されま した。

- 7 -
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『距畠妙圏プンフ醸ン艤機つ航載鋼を壼騒載犠黛醤憲盤逸
10月 8日 、午後 2時 か ら、デンノーの

Kさ んが起 こした、 ト ヨタ 。デンノーを相

手取つた、損害賠償裁判を支援する会の設

立総会が刈谷市民会館で開かれま した。

設立総会には、 42名 の支援者が各地か

ら参集 しま した。

総会では、会長 に、猿 田正機中京大学教

授、事務局担当幹事にデンソー勤務の金田

堅三全 卜・ユニオン副委員長を選出しま し

た。

原告のKさ んは 「うつ病患者を職場か ら

なくしたい。 ト ヨタとデンソーの働かせ方
を改善させたい。労基署のうつ病労災認定

基準を改善させたい。」と、力強くお礼の

あいさつと決意を述べました。支援する会
は トヨタ 。デンソーの労働者の働かせ方を
問い直す運動を広げることを確認 しまし
た。同じ西三河で過労死認定を求めて闘う、
内野さん (夫が トヨタ自動車勤務中に過労
死)と 倉田さん (夫が刈谷美術館勤務中に

過労死)も 参加され、連帯のあいさつを行
ないました。

支援する会結成総会で講演する岩井弁護士

1密綿 (アスベ丞酢》健康管選手帳の
襲籍要絆赫S甕鶴響議じ漁

労働安全衛生規則の改正により、石綿 (アスベス ト)を 扱 う業務に従事 した離職者を対象 と

:する 「石綿健康管理手帳」の交付要件が2007年10月 1日 より変 りました。

: これまでは両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。が|

i条件で したが、今回の改正は従前の要件に加えて、石綿の製造など石綿を取 り扱 う業務を一年i

!以上 していた方々に対象が広が りま した。

|「 手帳」の交付を受けると、労災病院をは じめとする、指定 された医療機関で決まった時期!

iに、 6ヶ 月に 1回 、無料で受けることができます。                    |

!申請には健康管理手帳交付申請書 ・従事歴証明書 (事業者 ・当事者)が 必要です。      i
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トヨタ自動車

内 野 過 労 死

労災認定裁判

10月22日(月)、妻 。博子さん、田巻弁護

士、支援する会 (安藤 。大場)、愛知健康

センター 。近森氏が名古屋から、東京で社

医研 。佐々木氏、板橋センター 。秋元氏な

どが合流Lン、厚労省と労働保険審査会要請

を実施 しました。厚生労働省要請にはt井

上さとし議員が紹介者となり、人田ひろ子

さんも参力日しました。

労働審査会への要請では、部屋にも入れ

てもらえず何 とエ レベータホールで対応す

るとい う、前代未聞 (東京の方の話)の 、

全 く非礼な対応で した。

豊 田労基署のゴルプ害t引券でのプ レーす

る不祥事 と内野 さんの労災認定申請の時期

が重な り、豊 田労基署は間違いなく 「筆を

紙めた」 と言 え.る不当な判断を取 り消 し、
一亥Jも早い労災認定を強 く求めま した。 じ

か しヽ、す審査会事務局担 当者 は、「いつ裁定

厚労省要請の様子

懸欝籠 簿欝綴篠鹸懇幾曇ン醸講
支援する会事務局員 安 藤 正 康

の見込みかも言 えない。」 との一点張 りで

した。

厚生労働省要請では、全員部屋に通 され、

原告 。内野 さん、日巻弁護士、大場 さんが

要請書を読み上げ、参加者全員がそれぞれ

の思いを話 しま した。

博子 さんは、当時 1歳 と3歳 であった子

を一人で育てなが ら、再審査請求や裁判闘

争まで行 うことのい辛 さを訴え、不当に業

務外 として審理 を長 引かせ て責任 を追及

し、
一刻 も早い労災認定を要請 しま した。

大場 さんは、「健一 さんの被災 lヶ 月前

の残業時間が 114時 間に上ることが裁判

で明 らかになつた」ことを訴 え、労災認定

を求めま した。

トヨタ自動車 。内野過労死裁判は、11月

30園 く金)13:10、名古屋地方裁判所で判決

の予定です。 ご支援をお願い致 します。
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脚〕谷 市 職

倉 田 康 弘 さ ん

公

轟麹県受部審査会が.

畿議鍵書と認めなじ穐零当載換
刈谷市美術館職員 。倉コ康弘さんの公務

災害認定を求めて、地方公務員災害補償基

金愛知県支部審査会に審査請求していた事

案で、10月17日(水)、審査請求人 。倉閣利

奈さんへ、康弘さんの過労死事案を、公務

上の災害とは認めない採決の連絡がありま

した。

2007年3月 12日に、満席で、公開制日頭

審理を開かせ、その後も、発言できなかつ

た代理人の意見書を提出し、公務災害と認

めるよう運動をしてきました。しかし、愛

知県支部審査会は、不当にも、公務災害と

は認めませんでした。

弁護回は、裁決には矛盾点が多く不当な

決定であると判断 しています。最大の問題

点は、時間外労働時間を極めて狭 くとらえ

ていることです。認定基準の月80時間に数

十分足 りないことにな りま した。 「認定 し

ない」 とい う結論あ りきの結果です。民間

の労災認定に比べ、公務災害の認定件数が

低 く抑 えられているのも許せません。支援

す る会では、裁判提訴 も考えなが ら、中央

審査会へ再審査を求めて運動 を強めようと

話 し合っています。 これまで署名な どに協

力いただいた多 くの方 々に感謝す る と共

に、倉 田さんの公務災害の認定に向けて一

層のご支援をお願いいた します。

(文責 :今枝正昭)

轟灘遇欝関の鋳鍵認逮強韻鶴s轟 轟寵畿経轟轟

、馬淵過労死事件で馬淵 さんの代理人、東

京め中側素充 。川人博 。島田浩樹弁護士は

「遺族補償給付不支給処分決定取 リー消 じ請

求事件」 として2007年10月24日訴状を東京

地方裁判所に提出 しま した。

馬淵孝 さん馬淵文子 さんの息子、馬淵耕
一 さん (当時30才)は (株)エ スシーシー

にコンピューターのプ ログラミング技師 と

して働いていま したが、2002年2月 12日、

自宅で脳出血で死亡 しているところを発見

されま した。両親はこれを業務による過労

死 として新宿労働基準監督署に労災申請 し

ま したが、2004年10月4日 不支給処分。納

得できない遺族は、東京労働者災害補償保

険審査官に対 して審査請求をしま したが、

2006年9月 8日 、審査棄却の決定を受けま

した。今回、これ を不服 として不支給処分

取 り消 しの行政訴訟を起 こすことにな りま

した。

弁護団の算定 した発症前 1ケ 月の残業は

98時 間 20分 、 6ケ 月の残業平均 81時

間 24分 に対 して審査官の決定書は 1ケ 月

前 55時 間 51分 、 6ケ月前平均で 42時

間 37分 として大きく差があ り、深夜に及

ぶ労働 もフレックスタイム制のために遇重

ではない とする見解である。

会社は遺族に対 して、従業員が接触する

ことを禁止 して、情報を制限 し、監督署や

審査官は会社側の証言だけに依拠 した判断

を下 している。耕
一 さんが就職 して 150

0名 か ら800名 と大きな リス トラをおこ

なつていることや同様の過労死が疑がわれ

る事例について 目をつけていません。 朝

9時 30分 頃下宿を出て帰 りが夜の 10時

や 11時 とい う働 き方に対 して、このよう

な決定を下すのは許せません。東京 とい う

遠隔地で年 に 2度 しか帰郷 しなか つたた

め、情報が少なく、労働 の実態が とらえ切

れていないように思います。

裁判所が公正な調査を して実態にそ くし

た判断をす ることを希望 します。

(文責 :宮崎 脩 一)
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慾爆畿磁鑢 いな明こさせないぞg
爆験送畿醒 (案)で協ま他人の爺に路ける保険の悪癌まま止められない

元 町団体生命保険裁半J原告 近 藤 弘 子

100年 ぶ りの保険法改正作業が、ひそや
かに進んでいます。法相の諮問機 関である

法制審議会の保険法部会で進められてお り、
この 8月 に 「中間試案」が発表 されました。

来年 2月 までに大綱をまとめて通常国会に

法案が提出される予定です。
「住軽金団体定期保険裁判」の最高裁半J

決から 1年 半が経ちま したが、保険の不払
いや悪用による トラブルは、団体生命保険
だけでなく個人保険や損害保険でも生 じて

お り、収まる気配がありません。

最高裁は、団体定期保険の主旨は遺族保

障にあること認めなが らも、「他人の命にか

ける保険」の明確なルールがないことか ら

上告を棄却 しました。

保険法は保険制度の根幹をなす法律で、

損害保険、生命保険、傷害 。疾病保険に適

用されます。「他人の命に掛ける保険の悪用J
への対策は、被保険者への情報開示 と厳格

な同意 であることは裁判で明らかになった

とお りですが、中間試案は、金融庁 も明言
した 「文書による被保険者の同意Jも 、保

険業界の要請に迎合 して 「なお検討する」
と及び腰です。

法務省は 9月 14日 までの lヶ 月期限で、
中間試案に対する一般か らの意見募集 (パ
ブ リックコメン ト)を 行いま した。私たち
は締め切 り数 日前に知 り、元支援す る会事

務局メンバーが急邊集ま り、名古屋や東京
の弁護団や支援の会の方々にお願い してパ

ブ ジックヨメン トを提出しました。
この中間試案の問題点については、保険

問題研究者の本間照光青山学院教授が、9月

18日 号 「エコノミス ト」で詳細に解明 して
います。

中間試案は法務省のホームページで経過

も含め見ることができます。最高裁の判決

は出ま したが、他人の命に掛ける保険が悪

用 され る余地を残 さないルールづ くりは、
これからの取組みに懸っています。

妥 舎年3人目 0 0 0 新 日鎌招古屋重

去る10月 2日 午後 8時 過 ぎコークス炉の

押出機 に挟 まれて Sさ ん (58)カミ死亡 しま

した。新 日鉄の名 古屋製鉄所では今年3人

目の犠牲者です。 5年 前に同 じ炉で同僚が

被災 し死亡を しています。
コエクス炉では連続操業が 日常的に行わ

れてお ります。 この 日も作業の遅れを取 り

戻すために他炉か ら応援の労働者 を受け入

れて安全 ミーテングもせずに連操作業が行

われている中で起 きた災害です。

新 日鉄の職場新聞 「二百万坪」は極度な

人減 らしと生産の最優先が最大の原因 とし

て企業責任を明確に しています。そ して、

災害をなくすために

①労働者の声をよく聞くこと

②関連会社で働く仲間が人間らしく働ける

職場を作ること

③労働組合のチエック機能をアップするこ

と。

を強調 しています。
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轡ン種ン鹸る欝醒適ン
i瀬 骨遼縄黛愛知 醒 畠鮭一

私の勤務先である IHI(1呂 石川島播磨

重工 (株)は 8月 の爆発事故で 2名 の死亡者

を出 と/ま した。

警奈が行 つた現場検証ではたばこや ライ

ターが見つかつたことがマスコミで流 され

被災者の過失のように思われていま したが

調査の結果、 IHIが 設置を義務づけられ

ている換気扇がなかつたことと、ガス濃度

を測定 していなかつた事実が明 らかにな り

ま した。                 ,

また、アスベス トによる健康被害者 も多

くいます。その原因は造船ブームの1960年

～1980年代にかけて 「人体に重大な健康被

害を及ぼす」 ことを知 りなが ら、耐火 ・防

熱 t価格 を優先 して無防備のまま大量に使

連 日報道 され る食品関連のインチキには、

腹も立つが恐 ろ しくもある。 日本社会はおお

むね信頼をベースに生活 を している。電車や

バスは誰が運転 していても安全、食品は期限

内なら安心、交通信号はみんな守つてくれる、

それ らを前提 に人々は 日夜を過 ごしている。

ところが、 ミー トホープ、自げヽ恋人、比内

鶏、名古屋 コーチン、赤福 と相次いで食品の

インチキがマスコミで伝えられた。

外出せずや風 呂に入 らぬ 日はあつても、食

事な しの一 日はない。すなわち、食は健康 と

いのちの源である。い くつかの食品事件のな

かで、伊勢の赤福の場合はとりわけ悪質のよ

うに思われる。伊勢神宮のお膝元、 300余

年の歴史を誇 り、おみやげ売 り上げ 日本一の

赤福であった。マスコミによれば、数時間お

きに主な販売所の在庫を報告 させ、売れ残 り

を回収 し 「まき直 し」 と称 して作 り直 し、再

販売 していた。 し かも、そのインチキは 30

用してきたことにあります。

アスベス トによる健康被害は作業者だけ

でなく家族や住民へ広がっていることから

被害の予防と被災者の掘 り起こしの電話相

談や健康相談会も行つてきました。

被災者救済のために労災申請と企業交渉

を行うことにしています。相談のあった被

災者は IHIの OBで あり、当然企業の責

任として対応すべきことをサボつてきたこ

とは明白で強い怒りを感 じます。

既にじん肺・アスベス ト問題に取 り組ま

れている愛知健康センターをはじめ、多く

の皆さんと共に被災者を救済するために、

国や企業に施策を改善させるように頑張り

ます。

年、神 をもおそれぬ所行 と言わねばな らぬ。

たぶん、最初はおずおず と、そ して大量販売

になるに従い、次第に大胆にな り、システム

化 していつたのであろ う。

ところで、 日本の食料 自給率はカロリーで

39%、 先進国のなかでは最低である。スー

パー、コンビニには食品はあふれ、外食産業

は盛況である。薄氷の上を歩 くよ うな食料事

情の危 うさは 目には見えない。 これ も壮大な

インチキのひ とつである。効率や儲 けを優先

させ ることで、輸入食品が断たれた ときの危

険を過少にあるいは無視 している。また、見

つか らなければよい、 とい う風潮 も見逃 して

はならない。 「赤福」 も 「白い恋人」も大企業

も、インチキとい う点では同 じではなかろ う

か。

国産のみかんを食べながら、何事モ)疑つて

かからねばならぬと思 う昨今である。

t文貢 :大家信義)
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2007年10月12日 (金)18時30分か ら、民医

連の呼吸器科の医師 4名 、アスベス ト対

策弁護団 2名 、保険医協会 ・民医連事務

局 ・建交労 。重産労各 1名 、健康センタ
ー 4名 の合計14名が労働会館特別会議室

に集まつて懇談 しました。

始めに、民医連 。小栗 さんから、医師の

置かれている立場が大変危機的な状況に

あ り、医師の過労か ら、病院の閉鎖や医

師のパー ト化がすすんでいること。 ド ク

ター ウエーブ運動を起 こしているが、医

師が現場の声を聞いて対応することが、

大変難 しいことが話 されました。

アスベス ト問題 について、医師団へのお

願いを出 し合いま した。重産労か らはア

スベス ト110番 をやつたら、 3日 間で

47件 の相談が寄せ られたこと。心配な

人には別の 日に久永教授 。柴 田教授にア

スベス ト相談にのっていただきました。

レン トゲン写真などの資料を持参すれば、

診て適 当な病院を紹介 して くれ ることが

報告されました。

弁護団か らは、アスベス トを正確に診

断できる医師 とそのネ ッ トワークがほ し
‐
いこと、堺ではアスベス トの診断をす る

医師 とアスベス ト弁護団がメールでお互

いの情報を交換 しなが ら、患者の救済に

あたつていることが報告 された。参カロ者

か らは、愛知にもゆくゆくはそ うしたネ

ッ トワークができることへの期待 ,要 望

が出されま した。 建 交労か らは、患者

の レン トゲン写真を東京の海老原医師に

お願い しているが、愛知にアスベス ト診

断の相談にのって くれ る医師がほ しい と

の発言があ りま した。 また、アスベス ト

相談にきた労働者の職歴を聞いて診断す

る医師が少ないことの指摘があ りました。

健康センターか らは、愛知県は保健所

がアスベス トに関す る相談窓口になつて

いるが専門家はいない し、アスベス トを

含む素材の検査は民間会社に丸投げて、

数万の費用が必要なこと、アスベス トを

含む家屋の建て替えへの支援策 もないな

ど、課題が大きいことが指摘 されま した。

保険医協会か らは、アスベス ト診断を

できるだけ安 く受診できる方法や、一部

畠治体では じまった助成金制度について

報告されました。

民医連医師団か らは、協立病院や南医療

病院ではアスベス ト診断の相談窓 国とし

ては 「検診センター」で受付け、問診、

レン トゲン写真、CTな どの検査、呼吸

器科の医師の診断を予約 し診断を受ける。

医師は 「産業中毒外来」にきて くれる専

門の学者 ・医師団 と相談 して治療方法を

考えるとのことです。また、労災問題に

ついての相談は 「医療相談室」で対応す

るとのことでした。
一宮 ・千秋病院では北島医師か村手医

師に直接相談 してくれれば対応す るとの

ことで した。

現在、中皮腫による死亡者数は、2006

年は全国で1,050人、愛知県で52人で、こ

の数字は、1995年の 2倍 強の値になつて

います。 これか ら増加が予想 されます。

愛知での診断の経験は少ない とのこと。

医師 としてみなさんの要求に対応する勉

強はしていきたいとのことで した。

健康センター ・鈴木氏より、「アスベス ト

対策愛知連絡会」の設立にむけての経過

報告があり、柴田先生の意見も紹介 され、

今後、学者 。研究者 。医師 。弁護士と労

働組合 との連携 を強め、必要に応 じて、

この会を開くことが確認 されました。

10月24日の会議では来年年明けに対策会

議 を設立することが決められ、人事など

の準備 をすることが決められま した。関

係する組合 。組織の参加 を検討 してくだ

さい。 (文責 :宮崎 脩
一)

2。

4.

3.

5.
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重王産業第観組合 立 圏 征 夫

9月 27日～29日までの三 日間、造船重機

連絡会 と重工産業労働組合は愛知健康セン

ターの協力を得てアスベス ト被害者救済の

一環 として、 「全国
一斉 ア スベス ト電話

相談どを開催 しま した。

相談に対応できるよ うに、 8月 から準備

を進め、東京の専門医 。海老原先生を招い

て学習会を開 くなど、アスベス トの研究も

してきま した。

出来るだけ多 くの労働者に周知できるよっ

うにと、愛知県の重工業企業の工場前や駅

頭、地域などに純4,000枚のチラシを配布。

同時に新聞テ レビなどマスコミ各社へ報道

依頼 も行いま した。

電話相談は南部法律事務所 で開設。竹内

。永井弁護士も同席 して相談受付 とな りま

した。

当 日はテ レビが三局 も取材、お昼のテ レ

ビニユースで報道 され ると、設置 した相談

電話が鳴 り続 き、マスコミの影響が発揮 さ

れま した。

三 日間の相談数は 45件 。健康不安を訴

える相談には後 日、愛知教育大学 。久永医

師、愛知医科大学柴 田医師 との面談を行い、

労災などの法律相談には弁護士が対応 しま

した。その結果、直接来所 して相談 したの

は、医師 との面談 7件 、弁護士 との面談 1

件 となった。

医師面談は職歴や仕事内容を詳 しく調査

する必要上、殆 どが 1時 間以上を要 しま し

た。今後の対応はX線 写真があれば久永医

師へ送付 し、これか ら検診を必要 とす る方

にはfZ」立病院への紹介状を書いてもらう方

法があるよ うです。

建築 。内装 。電気工事 。配管などの仕事

(一人親方の自営業)に 従事 していた方か

らの相談が多く、今まで、職業病の検診を

受けていなかつたと言 う相談が多くありま

した。 弁 護士への相談は、労災申請した

いが、会社(定年後11年経過)の対応に納得

できないという内容でした。この件は、対

応 した弁護士が、労基署と企業への折衝を

行いました。問題点は、労災に未加入であ

った労働者の相談や企業補償を受けること

ができない労働者が多いことでした。これ

は医療的に救済すると同時に、社会的 。経

済的に救済する方法を検討 しなくてはなら

ないことです。

「テレどを見た。」と言つて電話 してく

るケースが多く、マスコミに対する宣伝す

る方法も工夫する必要があります。全国で

257件の電話相談があったことは、アスベ

ス ト被害の裾野が広いことも意味している

と考えます。

フスベスト
置舘相畿 ■ ■|

重工産斜 踊 離 動
w・

翻 動 難 会抑
 !「

十二 上

■轡|

ン
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ン畿蘭種鬼醒す京都9月集会
集会は9月 29(土)80(日)の二日間行われました。一日目は 「異常な働き方と社会構造」

をフリージャーナ リス トの斉藤隆男さんが、「長時間 。過密労働の改善のために」を産業

医の広瀬俊雄医師がそれぞれ記念講演を行い、二日目は五つの分科会が行われ 2日 間で延
べ260名が参加ました。私は二揮目の分科会に参加 しました。

釜深夜労働 の規 allを者 ぇる鋳 機会

いま24時間型社会が進み深夜労働が野放
しにされている現実の中で人間らしく生き

る。働く。という視点から「規制を考える」

分科会を選びました。
生体リズムに逆らう深夜労働は 「反生理

的な労働Jで あり労働者自身の健康破壊は

もちろん家族とのふれあい 。地域社会との

交流が制限されます。

効率や儲けを優先する深夜労働は労働者

にとつて昼の太陽を遮光カーテンで 「夜」
をつくり、家族の話し芦にまで気を遺わせ

て人間らしく生きる基本さえ奪われます。
この分科会はこれまでの経験や知識だけ

でなく医学的にも学ぶ機会となりました。

餞,綾鞠優れ tまで きな じヽ   1

大阪社会医学研究センターの重田博正先

生は生体リズムに抗しての労働は反生理的

な労働であり体温 。脈拍 。血圧などの自律

神経系をはじめ内分泌系 。酸素代謝系 。電

解質など詳 しく説明を受け 「夜勤慣れ」は

できないことを聴きました。
また、睡眠の質や量についてのデーター

の解説や 」R運 転手の長時間労働 (日勤◇

泊り0明 け勤)で の睡眠不足による眠気か

ら居眠り◇事故の構図も詳 しく説明され講

義は丁寧でよく分かつたと、参加者から好

評を得ました。

金深夜労働 は どこまで必要 か

いま 「24時 間型社会」がどんどん進ん

でいますが、公共サービス(病院 ・警察 。

通信など)どうしても必要な部門に限定し

深夜労働を規制することが重要です。また、

かっては生産技術上の理由で深夜労働を
必要としてきた、製鉄や化学などの職場で

も生産技術の向上で今では深夜は停められ

るものも増えています。
ただ、停めない方が効率上、儲かるから

停めないのです。
労働法制の切 り崩 しや、最初から夜勤を

前提とした 「社会のスピー ドアップ」化で

運輸 。流通分野やコンビニなど、深夜労働
が増加 しています。

いまこそ国際基準の、 ILO夜 業に関す
る勧告を導入することです。

釜 置整の夜業畿畿 鶴 嶺?8号)よ り抜粋

8時 間を超えないこと

昼間の労働者 の就労時間を上回 らない

こと。

超過労働 はできるだけ回避す ること。

不可抗力や事故の場合 を除き二連続の

勤務は行わない。

体息 ・食事時間を与え金銭的な補償

安全衛生 。社会的なサー ビスな どの要

求が受 け られ るよ うにす ること。な ど

の夜業の従事労働者 を守 る勧告があ り

ます。
しか し、規制緩和の名のもとに労働法

の骨抜 きが進んでいます。

そのため深夜労働 に限 らず過重な労働

が押 しつけ られ労働災害や メンタルヘ

ルス更に過労死 を防 ぐために今回の学

習会で学んだことを生か した運動を勧

めたい と思います  (文 責 !鈴木明男)

①
②
　
③
④
　
⑤
⑥
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◇民営イヒ|こよつてどうなる?(事 務局
10月 1日 か ら郵便局が民営化 された。

昨年、過労死をテーマに した素靖 らしい

舞台で多 くの観客を感動 させた希求座が、

郵政民営化 とい うホ ッ トな劇 を作 り上げ

た。タイ ミングとしてこの上ない ときにこ

の問題 を取 り上げた心意気はいい。

しか し、民営化 され ると郵便局はどうな

るのか、劇 を観ていてますます判 らなくな

ってきた。舞台上で提起 される出来事が部

分的で、その部分が的を外 しているのでは'

ないか と、率直に思つた。
「山の郵便配達」 とい う映画があつた。

特殊な環境の郵便の仕事を描いているが、

郵便の事業の尊厳 と、郵便配達の仕事の大

◇現場弟働者の観点極じ庭禿締

、主人公の川原は私の郵便局人生。「どう

して郵便局に入つたか。なぜ労働組合運動

を続けてきたのか。郵便屋さんの働きがい、

辛さと喜び。」など、私が語つたことや、

提供した資料をもとに描かれています。
上演された劇は、「郵政民営化PHE題」を

誰にでも分かりやすく丁寧に描いており、

私たち郵政労働者がビラをつくり、街頭宣

伝をし、学習会で訴えてきた問題″点がより

効果的に見る人に浸透 していらたと思いま

:今 枝  正 昭)

切さはよく理解できた。いま、この時代の

郵政民営化が、郵便の仕事をどう変えるの

か描いてほしかった。国民の側は、「使い

やすく、もつと良くなる」と説明されるが、
国民の財産が資本の食い物にされようとし

ている深層の真実は隠されている。利益を

出すという資本の要求のために、管理や監

視を強化されて、最大の労力の提供を求め

られる働く人たち。ス トレスがたまること
だろう。働くものが団結 して、組織的に抵

抗しなければ、資本のあくなき利益追求は

食い止められない。劇はそれを靖示 して終
わる。

郵政産業鋳勧縄倉東海地方本部日書記長:渥美 俊 雄

す。人情あ り、笑いあ りの劇で 「郵政民営

化」問題 を、現場で働 く労働者の視点で描

き出した秀作であると思います。

郵政事業は、 「人件費、経費 に税金が 1

円た りとも使われていなかつた有料公共事

業」であったことを改めて強調 したいです。

この劇の公演を契機 に、郵便の事業をもう
一度国民の手に取 り戻すたたかいの出発点

に したいものです。

2③07鐸曇謙発潤
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ジ轟ギレずで思わめ軸品が
自治労連愛知県本部 柳  進

を胸一杯 に吸いなが ら、見知 らぬ人

とのあい さつは、
一 日のスター トを

気分爽快なものに して くれます。

走 り終わつて汗 をぬ ぐい、ス トレ

ッチ運動をしている間も、「いつ も元

気だね」「朝 ご飯がおい しいだろ うね」

なんて、何気ない一声 もその地域 の

人たち とのつなが りを感 じられ るも

のです。

労働組合の役員 として、いつ も帰

りが遅 く、土 日も集会 。会議 と地域

とのつなが りをほ とん どもてない私

に とつて、 この朝 の出会いは貴重 な

ものにな りま した。 同時に、ス トレ

スの発散にもつながつているようで、

とて も気持 ちのいい ものです。 ス ト

レスに直面 した人 に、周 囲の人が精

神的支援や物理的支援 を行 うことを、

ノー シャルサポー トと言 うそ うです

が、私はこの ソー シヤルサポー トの

受ける機会を、自分で広げたようで、

ち ょっ との気分転換が新 しい く)の を

生み出 し、 自分 を作 り出す。そんな

ことを感 じる毎朝です。

ところで、ギ リシャの哲学者 ア リ

ス トテ レスは、散歩 しなが ら考 えた

り、弟子 と議論 したそ うです。そ う

か、今度 は頭 を使 いなが ら走つてみ

まfか 。中 ?

わた しは、スポーツマ ンで もない

し、ま してや 「ジ ョガー」なんて言

われ るほ どジ ヨギングにはまってい

るわけではあ りません。そんな私が、

走ることによつて生まれた思わぬ効

用に喜んでいます。

わた しは、40歳 の時に学区の対抗

ソフ トボール大会でスライデ イング

に失敗 し、足首の骨 を折 る大怪我 に

あって しまいま した。それ以来、 ウ

ォー キングか らジ ョギングヘ と体を

鍛え始めま した。

幸いに、 自宅周辺 は 「御用水跡」

街園があ ります。春は桜の ピンク、

夏は生 えそ ろつた緑、秋は銀杏の黄

色、冬は木漏れ 顧にそそがれ (?)四

季を肌 に感 じとれ る街因です。朝晩

"は、近 くのお年寄 り(かく言 う私もそ

の伸間)の ウォーキングや犬の散歩な

どで、結構な賑わいを見せます。

一周す ると約 3,2キ ロ、そ こを毎

朝、ジ ヨギングで楽 しんでいます。

は じめのころは、ただひたす ら走 る

ことだけに汗 してきま した。それ も

しば らくたつ と、わた じもおな じみ

さんになつてきた よ うで、まわ りの

方か ら 「おは よ う」の声がかけ られ

るよ うになつてきま した。私は とい

えば、ゼイゼイ言いなが ら 「おはよ

う」のあい さつ。 で も、 自然の空気

*「 御用水跡」街園
名古屋城のお堀は、水を引く水路がなく、自然の湧き水などで満たされていまし

たが、人家が増えるにつれ、湧き水も減ってしまいました。そこで、1663年に庄内

川から取水してお堀に注入するための御用水が掘削されたもので、今は、御用水跡

街園として市民に親しまれています。春の桜は、名古屋でも有名です。
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月  国 事 項 蒔 閣 。場 所 漆 ガ

11月 1日 (木) 第 2回 理事会 18:30 労働会館本館会議室

3日 (土) 憲法会議集会 13:00 名古屋市公会堂

4日 (日) 赤旗まつ り 10:00 大 高緑地公園

11月 4日 ～ 10日 スウェーデン高齢者 と労安の旅

6日 (火) 過労自死判例研究会 東京

10日(土) 名古屋港開港100周年記念シンポジウム 13:00

12日 (月) 第6回 事務局会議 10:00 事 務所

13日(火) アスベス ト対策会議代表打合せ 13:00 協立総合病院

14日(水) TCM。 ベ トナム研修生不当労働裁判 11:00 名古屋地裁1103法廷

栄総行動 12:00 栄小公園

16日(金) 港総行動(終日) 7:00 港 区内

中電アスベス ト裁判 10:00 名古屋地裁1103法廷

小池裁判弁護国会議 14:00 も やいビル

16(金 )～ 18(日 ) 国民救援会 。救援美術展 労働会館東館 2Fホ ール

17(土 )～ 18(日 ) 第 2回 労働負担研究会 京都 ・同志社大学

22日 (木) 全国過労死家族の会厚労省交渉 ・総会 東 京

23日 (金) 全国過労死家族の会交流会 東京

過労死電話相談 110番 10:00～16:00 セ ンター事務所

30日 (金) トヨタ自動車 。内野過労死裁判半 瑚弟に 13:10 名古屋地裁 2号 法廷

12月 2日 (日)
～ 3日 (月)

労働会館入居者忘年会 日間賀島

6厨 (本) マツヤデンキ・小池過労死裁判証人尋問 14:30 名古屋地裁1103法廷

10日 (月) 第 7回 事務局会議 10:00 事務所

21日 (金) 中電 。アスベス ト被爆藤原裁判 10:00 名古屋地裁1103法廷

24日 (月)～

25日 (火)
過労死家族の会 ・宿泊交流会 エクシブ教科

25日 (火) デンソー 。川野裁判 15:00 名古屋地裁402号

27日(木) マツヤデンキ ・小池過労死裁判無意 宅爵 13:30 名 古屋地裁 1103法廷

28日(金) 第8回 事務局会議 。大掃除 10:00 事 務所

1月 7日 (月) 第 9回 事務局会議 10:00 事務所

10日 (本) 第3回 理事会 18:30 労 働会館本館会議室

19日 (土) 過労死家族の会総会 。新年会 12!00 労働会館本館会議室

28日 (月) デンソー 。川野裁判 15:00 名古屋地裁402号

過落関電話相談 電話:082串愚88串6966
督 雷 関 E密露 圏  (報羅 Φ封登 )

因ったら 一 人で悩まず 先 ず電話
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